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長野原町告示第３号 

 

 令和６年２月第１回長野原町議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

  令和６年２月１日 

 

長野原町長  萩 原 睦 男 

 

 １ 招集期日  令和６年２月１４日 

 

 ２ 招集場所  長野原町議会議場 

 

 ３ 付議事件 

     （１）長野原町手数料条例の一部を改正する条例制定について 

     （２）町長において専決処分することができる事項の指定についての一部を改正す 

        ることについて 

     （３）令和５年度長野原町一般会計補正予算（第５号）について 
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○応招・不応招議員 

 

応招議員（１０名） 

    １番  杉 崎 能 久 君       ２番  湯 本 宗 一 君 

    ３番  土 屋   匡 君       ４番  萩 原 広 美 君 

    ５番  星 河 明 彦 君       ６番  冨 澤 重 男 君 

    ７番  入 澤 信 夫 君       ８番  黒 岩   巧 君 

    ９番  浅 沼 克 行 君      １０番  牧 山   明 君 

    

不応招議員（なし） 



 

 

 

 

 

第 １ 回 臨 時 町 議 会 

 

 

（ 第  １  号 ） 
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令和６年２月第１回長野原町議会臨時会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                     令和６年２月１４日（水曜日）午前１０時開会 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸報告 

第 ４ 議案第 １号 長野原町手数料条例の一部を改正する条例制定について 

第 ５ 議案第 ２号 町長において専決処分することができる事項の指定についての一部を 

           改正することについて 

第 ６ 議案第 ３号 令和５年度長野原町一般会計補正予算（第５号）について 

第 ７ 議員派遣について 

───────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１０名） 

    １番  杉 崎 能 久 君       ２番  湯 本 宗 一 君 

    ３番  土 屋   匡 君       ４番  萩 原 広 美 君 

    ５番  星 河 明 彦 君       ６番  冨 澤 重 男 君 

    ７番  入 澤 信 夫 君       ８番  黒 岩   巧 君 

    ９番  浅 沼 克 行 君      １０番  牧 山   明 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 萩 原 睦 男 君 副 町 長 梶 野 寛 丈 君 

教 育 長 小 林 敦 子 君 総 務 課 長 唐 澤 正 人 君 

未来ビジョン 
推 進 課 長 佐 藤   忍 君 町民生活課長 本 田 昌 也 君 
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出 納 室 長 中 村   剛 君 税 務 課 長 土 屋   猛 君 

農 林 課 長 佐 藤 信 利 君 建 設 課 長 矢 野 今朝治 君 

上下水道課長 篠 原 博 信 君 教 育 課 長 萩 原 喜 隆 君 

───────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長 野 村 一 義   書 記 高 橋 里 香   
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開会 午前１１時２５分 

 

◎開会の宣告 

○議長（黒岩 巧君） ただいまの出席議員は10名であります。 

  地方自治法第113条の規定により、定足数に達しておりますので、これより令和６年２月

第１回長野原町議会臨時会を開会します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○議長（黒岩 巧君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（黒岩 巧君） 本日の議事日程は配付のとおりであります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（黒岩 巧君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第125条の規定により、議長において２番、湯本宗一君、３番、土屋匡君を指名

します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（黒岩 巧君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  お諮りします。会期は、去る２月１日開催の議会運営委員会において協議の結果、本日１
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日を予定したところでございます。会期は、本日１日とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認め、さよう決しました。 

  なお、会期日程表は、配付のとおりでありますので、参考にしていただきたいと思います。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎諸報告 

○議長（黒岩 巧君） 日程第３、諸報告は議会運営委員会、例月出納検査、議会活動等の報

告であります。 

  まず、議会運営委員会の報告を求めます。 

  委員長、浅沼克行君。 

〔議会運営委員長 浅沼克行君 登壇〕 

○議会運営委員長（浅沼克行君） 議長の指名をいただきましたので、議会運営委員会の報告

をさせていただきます。 

  本委員会は、下記事項について協議したので報告いたします。 

記 

  １．委員会開催日時 令和６年２月１日（木）午前９時より 

  ２．出  席  者 ご覧いただきたいと思います。 

  ３．協 議 事 項 

   （１）２月議会臨時会の日程について 

     会期 令和６年２月14日（水）、会期１日間とした。 

   （２）全員協議会について 

     次第書のとおり了承した。（開催日２月14日（水）、本会議前） 

   （３）議事日程及び会期日程表、提出案件について 

     議事日程及び会期日程表、提出案件 提案のとおり了承した。 

   （４）議会活動報告について 

     報告書のとおり了承した。 

   （５）その他 

     １）当面の行事予定等について 
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      予定表のとおり了承した。 

     ２）令和６年３月議会定例会の開催について 

      ・議会運営委員会 令和６年２月20日（火） 

      ・３月議会定例会 初日 ３月５日、二日目 ３月12日、最終日 ３月19日各火 

       曜日とした。 

     ３）議員派遣 

      〇議員研修会 

      日時 令和６年２月１４日（水）14時から 

      場所 中之条町 

      参加することで了承した。 

     ４）その他 

      ページの表記について、議案とタブレットをそろえることとした。 

  ４．閉    会（午前９時40分） 

  以上、朗読をもって報告とさせていただきます。 

○議長（黒岩 巧君） 議会運営委員会の報告が終了しました。 

  特に質問がありましたらお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 質疑を終結します。 

  委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認め、委員長の報告のとおり決しました。 

  以上で、議会運営委員会の報告を終結します。 

  次に、例月出納検査の報告でございますが、配付のとおり、監査委員より報告書の提出が

ありましたので、ご覧いただければと思います。 

  最後に、議会活動報告、行事予定表については、配付のとおり了承いただきたいと思いま

す。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（黒岩 巧君） 日程第４、議案第１号 長野原町手数料条例の一部を改正する条例制

定についてを議題とします。 

  初めに、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 萩原睦男君 登壇〕 

○町長（萩原睦男君） 議案第１号 長野原町手数料条例の一部を改正する条例制定について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

  今回の条例改正は、戸籍法改正に伴う戸籍等証明書の手数料について、本条例を改正する

ものでございます。 

  詳細につきましては、担当課長から説明をさせますので、ご審議の上、ご議決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（黒岩 巧君） 次に、担当課長より内容説明を求めます。 

  町民生活課長。 

○町民生活課長（本田昌也君） それでは、議案第１号 長野原町手数料条例の一部を改正す

る条例制定についてご説明を申し上げます。 

  今回の条例改正は、先ほど町長より申し上げましたとおり、戸籍法の改正に伴い、３月１

日より電子証明書提供用識別符号の発行が開始をされることによります戸籍等証明書の手数

料につきまして、新たに設けるための手数料条例の改正でございます。 

  それでは、新旧対照表によりご説明いたしますので、資料の新旧対照表をご覧いただきた

いと思います。 

  左側が現行で、右側が改正後となっております。 

  それでは、右側の第２条第３号でございますが、説明の記載もございますが、下線の最後

のほうでございますが、戸籍電子証明書提供用識別符号１件につき400円を追加でございま

す。 

  また、第６号につきまして、次のページでございますけれども、下線の最後のほうでござ

いますが、除籍の電子証明書提供用識別符号１件につき700円の追加でございます。 

  以下、号ずれとなってございます。 

  それでは、２ページから３ページのところにお戻りをいただきまして、附則でございます

が、附則におきまして、この条例は、令和６年３月１日から施行するとしております。 

  以上、よろしくお願いを申し上げます。 



－9－ 

○議長（黒岩 巧君） 説明が終了したので、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 質疑を終結します。 

  議案の委員会付託、討論を省略し、直ちに採決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。議案第１号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（黒岩 巧君） 日程第５、議案第２号 町長において専決処分することができる事項

の指定についての一部を改正することについてを議題とします。 

  初めに、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 萩原睦男君 登壇〕 

○町長（萩原睦男君） 議案第２号 町長において専決処分することができる事項の指定につ

いての一部を改正することについて、提案理由のご説明を申し上げます。 

  地方自治法第96条第１項で、議会の議決項目が定められ、同法第180条第１項で、特に指

定したものは町長においてこれを専決処分することができることになっております。 

  つきましては、工事請負契約の変更の事項及び群馬県市町村総合事務組合の構成市町村の

増減等の事項について効率的な行政運営のため、一部改正をお願いするものでございます。 

  詳細につきましては、担当課長から説明をさせますので、ご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（黒岩 巧君） 次に、担当課長より内容説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（唐澤正人君） それでは、議案第２号 町長において専決処分することができる
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事項の指定についての一部を改正することについて、ご説明を申し上げます。 

  改正する理由につきましては、先ほど町長が説明したとおりでございます。 

  それでは、２ページをご覧いただきたいと思います。 

  専決処分することができる事項の指定の一部を改正する改正文でございます。 

  すみません、３ページをご覧いただきたいと思います。 

  新旧対照表で説明のほうをさせていただきます。 

  向かって左側が現行で、右側が改正後でございます。改正箇所には下線をつけてございま

す。 

  第１号では、「300万円以内の契約額」を「当該契約に係る予算の範囲内」に改正し、第

３号では「、渋川交通災害共済を組織する市町村等の数の増減及びこれらに伴う規約の変更」

を「その他の長野原町を構成町村とする団体を組織する市町村等の数の増減及び名称変更等、

長野原町が新たに予算措置を要しないこれらの団体の規約変更」に改正でございます。 

  すみません、２ページにお戻りいただきたいと思います。 

  附則といたしまして、この指定は、議決の日の翌日から施行でございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（黒岩 巧君） 説明が終了したので、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 質疑を終結します。 

  議案の委員会付託、討論を省略し、直ちに採決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。議案第２号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（黒岩 巧君） 日程第６、議案第３号 令和５年度長野原町一般会計補正予算（第５
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号）についてを議題とします。 

  初めに、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 萩原睦男君 登壇〕 

○町長（萩原睦男君） 議案第３号 令和５年度長野原町一般会計補正予算（第５号）につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,250万9,000円を追

加し、歳入歳出の総額をそれぞれ51億4,502万6,000円とするものでございます。 

  詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明をさせますので、ご審議の上、ご議決賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（黒岩 巧君） 次に、各担当課長より順次内容説明を求めます。 

  初めに、総務課長。 

○総務課長（唐澤正人君） 議案第３号 令和５年度長野原町一般会計補正予算（第５号）に

ついて、ご説明を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2,250万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

をそれぞれ51億4,502万6,000円とするものでございます。 

  １枚返していただき、２ページをご覧いただきたいと思います。 

  第１表、歳入歳出の予算の補正の歳入でございますが、11款１項地方交付税では９万

2,000円の追加、15款国庫支出金では、国庫負担金、２項国庫補助金を合わせまして2,241万

7,000円の追加、合計で2,250万9,000円の増額でございます。 

  続いて、３ページをご覧いただきたいと思います。 

  歳出でございます。 

  ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費では64万8,000円の追加、３款民生費、１項社会福

祉費では2,157万円の追加、４款衛生費では、１項保健衛生費で29万1,000円の追加、合計で

2,250万9,000円の増額でございます。 

  次に、４ページをご覧いただきたいと思います。 

  第２表の債務負担行為でございます。 

  応桑小学校の改修事業で、令和５年度から６年度まで、限度額は9,850万円とするもので

ございます。 

  続いて、７ページをご覧いただきたいと思います。 
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  事項別明細書の２、歳入でございます。 

  11款１項１目地方交付税では、普通交付税で９万2,000円の追加、15款国庫支出金では、

１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金で、番号制度国庫負担金として61万6,000円の追加、

２項の国庫負担金で、１目総務費の国庫補助金で、物価高騰対応重点支援の地方創生臨時交

付金として2,157万円の追加、３目の衛生費国庫補助金で、新型コロナワクチン接種体制確

保事業費の国庫補助金で23万1,000円の追加でございます。 

  ８ページをご覧いただきたいと思います。 

  ３の歳出では、町民生活課長より説明をいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（黒岩 巧君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（本田昌也君） それでは歳出ですが、８ページの２款総務費、３項１目戸籍

住民基本台帳費では、補正額64万8,000円の追加でございます。 

  内訳ですが、説明欄の11節役務費では、コンビニ交付手数料の不足によります追加といた

しまして３万2,000円の追加を、12節委託料では国の制度改正によりますローマ字表記等に

係るシステム改修として44万円の追加を、同じく制度改正によります戸籍附票システムの改

修といたしまして17万6,000円の追加を、合わせまして64万8,000円の追加補正をお願いする

ものでございます。 

  次の３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では補正額2,157万円の追加補正

で、説明欄の低所得世帯支援給付金住民税均等割のみ課税者に対する給付金として、18節の

交付金として10万円掛ける180世帯分の1,800万円と、そのほか事務費を合わせまして1,857

万円の追加補正を、次の９ページでは低所得世帯支援給付金子ども加算として５万円掛ける

60人分の300万円の追加補正をお願いするものでございます。 

  次の４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費では補正額29万1,000円の追加補正で、説

明欄の新型コロナワクチン接種事業では、12節委託料で制度改正によります次期ワクチン接

種に対するためのシステム改修といたしまして23万1,000円の追加を、22節償還金では前年

度の補助金の額確定による返還金として６万円の追加を、合わせて29万1,000円の追加補正

をお願いするものでございます。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（黒岩 巧君） 説明が終了したので、質疑を行います。 

  なお、質問の際には該当ページを読み上げた上で質疑を行うよう、議員各位のご協力をお
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願いします。ご質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 質疑を終結します。 

  議案の委員会付託、討論を省略し、直ちに採決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。議案第３号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員派遣について 

○議長（黒岩 巧君） 日程第７、議員派遣についてを議題とします。 

  本件は、吾妻郡町村議会議長会が主催する議員研修会への参加について議員派遣の議決を

求めるものであります。 

  目的、期間等、配付のとおり計画しております。 

  特に質問がありましたらお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 質疑を終結します。 

  お諮りします。議員派遣の件については、原案のとおり実施することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認め、議員派遣することに決定しました。 

  以上で、本臨時会に付議された案件は議了しました。 

  お諮りします。本議会の結果、その条項、字句、数字、その他整理を要するものについて

は、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（黒岩 巧君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に一任することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（黒岩 巧君） 以上をもちまして、令和６年２月第１回長野原町議会臨時会の日程の

全てを終了しました。 

  臨時会を閉会とします。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

閉会 午前１１時４５分 
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